
【安芸桜ケ丘高等学校】運動・文化部活動に係る活動方針（令和4年度）

学校教育目標

１）基礎学力の定着

２）キャリア教育の充実

３）人づくり教育の推進

４）スペシャリストの育成

５）学習内容の地域還元と地域活性化活動の充実

部活動の活動方針

【豊かな人間性・社会性の育成を図る】

　①自らの行動を律し、他人を認める精神の涵養

　②集団生活における規範意識の向上と連帯感の育成

　③コミュニケーション能力の向上と自主性・協調性・責任感の育成

　④「生き抜く力」の一要素として、体力の向上と健康の保持増進

　⑤競技力の向上及び指導者の育成

基本的事項

①運営に関すること

（１） 部活動設置について

　・本校の教育活動の中に部活動及び同好会を設置する（詳細は、部活動規定を別に定める）。

　・各部活動の目標に沿って、年間計画及び毎月の活動計画に沿って活動する。

　・原則として、顧問教員や部活動指導員が指導にあたる。

　・部活動全体の推進を図るため、生徒指導部内に部活動総括担当者を設置する。

（２）指導体制について（顧問配置、外部指導者の活用等）

　・顧問、学級担任、保護者間との連携を図り、円滑な運営を心がける。

　・専門性を有した外部指導者の効果的な活用（部活動指導員、運動部活動サポート事業）等、状況に応じた工夫を行う。

（３）顧問会議について

　・顧問会議を原則学期に１回開き、各部の現状や課題を共有し、全員で課題解決に向けた取組を行う。

（４）家庭、地域との連携について

　・学校及び顧問は、保護者との情報を共有すると共に、清掃活動等地域との協働を図る。

（５）研修について

　・県が主催する研修会（運動部活動コーディネーター研修会、運動部活動指導力向上研修等）に参加し、その内容を顧問会等において校内に

　　周知する。

　・各競技団体が行う研修会等を受講し、得られた内容は顧問会等で情報共有を行い、職員の指導力の向上を図る。

（６）部費又は集金の取扱いについて

　・管理職や事務職員等の指導を受け、出納簿作成や監査等、適切に取り扱う。

②活動に関すること

（１）施設や用具について

　　・使用した設備の整頓・清掃、校舎の施錠等は顧問が責任をもって行う。

（２）事故防止や安全対策について

　　・事故には十分留意する。怪我が起きた場合は速やかに処置し、管理職及び養護教諭に連絡する。

　　・原則として、活動の際には顧問が監督する。

　　・熱中症対策

　　　①活動中にはこまめに水分補給と塩分補給を行いながら行う。活動前後にも

　　　　水分・塩分の補給を行う。

　　　②活動中は、適切に休憩時間を設ける。

　　　③WBGT(暑さ指数)25℃以上の環境では水分・塩分の補給及び休憩を積極的に設け、

　　　　WBGT31℃以上の場合は活動中止の判断を検討する。

（３）大会参加について

　　・事前に必要な手続き・書類提出を行う。

（４）対外試合、合同練習等の実施について

　　・他校または外部との試合・合同活動の際には、事前に「対外競技・文化活動・合宿遠征 許可願」を提出する。

　　・土曜日・日曜日・祝日等に活動する場合は、必要に応じて休養日の振り替えを行う。

　　・生徒の健康や学習面等を確保するためにも計画的に設定する。



週のうち休養日（曜日） 平日の活動時間 休日の活動時間

①　野球部 月
3時間程度

(活動時間の延長)

4時間程度

(活動時間の延長)

②　陸上部 水・日 ２時間程度 ３時間程度

③　ソフトテニス部 土・日・祝日 ２時間程度 ー

④　バスケットボール部 土・日 ２時間程度 3時間程度

⑤　剣道部 ー ー ー

⑥　サッカー部 水・日 2時間程度 3時間程度

⑦　卓球部 水・日 ２時間程度 ３時間程度

⑧　バレーボール部 ー ー ー

⑨　築土構木部 土・日 ２時間程度

⑩　茶道部
毎週火曜日放課後のみ

の活動
２時間程度

⑪　イラスト・美術部 水・土・日 １時間程度

⑫　ビジネス☆応援部
非設定

週２日の休養
2時間程度

４～8時間程度

(活動時間の延長)

⑬　吹奏楽部 土・日 1時間程度

⑭　工芸部 土・日 ２時間程度 ー

ー

備考

１）休養日の設定

　・週２日以上の割合で休養日を設ける（原則として、平日１日、休日１日取得するよう努める）。

２） 活動時間の設定

　・〈平日〉２時間程度（練習は始業前(朝練習)と終業後(午後練習)の時間帯に行う。）

　・〈休日〉３時間程度

　　＊活動時間の延長（平日３時間程度・休日４時間程度の活動）については、生徒及び保護者の同意を得たうえで学校長が承認した部のみとす

        る。

　・〈長期休業中のオフシーズン〉春季：２日、夏季：５日、秋季：２日、冬季：４日を基準とする。

　・〈考査期間中〉原則、行わないこととする。

　　　　　　　　　ただし、考査終了後の翌週に大会があって校長が許可した場合に限り、体力や感覚の低下を防ぐ目的で、放課後に30分程度の

　　　　　　　　　自主的練習を行うことを認める。

　・〈終了・下校時刻〉平日：19時30分までに下校する。

　　　　　　　　　　　休日：17時30分までに下校する。

３）各部の活動一覧

③活動時間に関すること

オフシーズン（長期休業中） 備考

春季5日・夏季10日・冬季8日
*生徒・保護者の同意、校長の承認済み

*平日の朝練習(1時間程度)

春季2日・夏季５日・冬季４日 *平日の朝練習(1時間程度)

春季４日・夏季５日・冬季６日

春季2日・夏季５日・冬季４日

ー ー

春季３日・夏季8日・冬季10日

春季3日・夏季５日・冬季7日

ー ー

春季：休み　夏季：21日　冬季：休み

長期休業中活動なし

*生徒・保護者の同意、校長の承認済み

春季2日・夏季５日・冬季４日

長期休業中活動なし

春季2日・夏季５日・冬季４日

春季：休み　夏季：21日　冬季：休み

評価と改善（上記①～③）

①運営に関すること

②活動に関すること

③活動時間に関すること

令和３年度の評価

①顧問会議等を開催し、共通理解を図った。

②部活動中の大きな事故はi発生しなかった。

③すべての部活動において適切に休養日を設定し、活動時間も規定内

であった。

課題

　昨年度に引き続き各部活動顧問は、設定どおりに実施できたかどう

か、また実施できなかった要因について検証を行う。

　屋内競技については、体育館改修工事のため、近隣の施設を利用す

る。


